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青少年健全育成標語募集！
　日高町青少年総合対策本部、青少年補導連絡協議会、教育委員会では、
青少年健全育成の一環として、標語を募集しています。
テ ー マ：�明るい家庭づくりや地域づくり、あいさつ運動、子どもを守る運動に関したもの、また、

助け合い・仲間づくり・ボランティア活動などに関したもののほか、交通事故防止や
未成年の飲酒・喫煙防止などに関したもの

応募資格：◦小学生の部　町内在住の小学生
　　　　　◦中学生の部　町内在住の中学生
　　　　　◦一般の部　　町内在住または在勤の方
応募方法：◦小・中学生
　　　　　　用紙に、作品・学校名・学年・氏名を記入のうえ、学校に提出してください。
　　　　　　※�町外の学校に通学されている方は、任意の用紙に記入いただき、直接教育委員会へ提出してください。
　　　　　◦一般の方
　　　　　　�任意の用紙に、作品・住所・氏名・連絡先を明記のうえ、教育委員会へ提出してく

ださい。
　応募作品数は、３作品までで、共同作品はご遠慮ください。
　また、作品は未発表のものに限ります。
締め切り：1月30日（金）
入選発表・表彰：２月下旬

【お問い合わせ先】　教育委員会（TEL：６３・３８１２）（FAX：６３・３３５３）

自立支援医療制度（精神通院治療）をご存知ですか?
　精神疾患のため通院して治療を受ける場合、医療費に継続的な負担がかかります。そのような
方々のために通院医療費の負担軽減を図る制度があります。
　申請してこの制度が適用されると、精神疾患に関する通院治療のうち医療保険適用分について、
自己負担が医療機関の窓口で原則１割に軽減され、その１割分を役場に申請することで全額助成
されます。
有効期限：１年間（利用を継続するには再申請の手続きが必要）
　　　　　※世帯の所得や疾病等に応じて、自己負担上限額があります。
　　　　　　一定所得以上の場合には、対象外となる場合があります。
対 象 者：�通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神疾患（てんかんを含む）を有す

る方
　　　　　�統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害（依

存症等）など
対象医療：精神通院医療、デイケア、訪問看護、薬局における自己負担が対象
　　　　　※入院医療費は対象外
申請方法：次の書類を子育て福祉健康課へご提出ください。
　　　　　◦自立支援医療費（精神通院）支給認定申請書
　　　　　◦自立支援医療診断書（精神通院）
　　　　　◦マイナ保険証か資格確認証
　　　　　◦世帯の所得状況が確認できる書類（町民税課税・非課税証明書等）
　　　　　◦�前年度と前々年度の年金の振込通知書（障害・遺族年金等の非課税年金を受給されて

いる方）
【お問い合わせ先】　子育て福祉健康課（TEL：６３・３８０１）
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地域包括支援センターは、
　介護や医療などさまざまな面から、地域で暮らす高齢のみなさまを
支えるための拠点です。住み慣れた地域で安心してすこやかに暮らせ
るよう、関係機関・専門職と力を合わせて支援をさせていただきます。
　本町では、日高町役場（いきいき長寿課）内に開設しています。

地域包括支援センターが行う主な事業

【お問い合わせ先】　日高町地域包括支援センター（いきいき⻑寿課内）（TEL：６３・３８０７）

３．権利擁護・虐待発見、防止
　安心して日常生活が送れるよう、高齢のみ
なさまの権利を守る取り組みをします。例え
ば、成年後見制度の紹介や虐待の早期発見な
どに対応します。

１．介護予防ケアマネジメント
　高齢のみなさまが自立して生活ができるよう
に、生活の仕方やサービス利用などについて助
言・紹介するなど、みなさまの今の状態に合っ
た健康づくりや介護予防のお手伝いをします。

４．包括的・継続的ケアマネジメント支援
　高齢のみなさまが住み慣れた地域で暮らし
続けられるよう、ケアマネジャーの指導・支
援など、地域のさまざまな機関・専門職と連
携・協力できる体制づくりに取り組みます。

２．総合相談・支援
　高齢のみなさまやご家族・地域の人からの
相談や悩みを伺い、情報の提供やサービスの
紹介をします。介護や健康などについてご相
談ください。
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こんにちは！ 日高町地域包括支援センター です

法務省　
WEBサイト
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